
政
令
第
二
百
七
十
二
号

地
域
に
お
け
る
大
学
の
振
興
及
び
若
者
の
雇
用
機
会
の
創
出
に
よ
る
若
者
の
修
学
及
び
就
業
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

五
条
第
三
項
の
特
定
地
域
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
域
に
お
け
る
大
学
の
振
興
及
び
若
者
の
雇
用
機
会
の
創
出
に
よ
る
若
者
の
修
学
及
び
就
業
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
三
条
並
び
に
附
則
第
三
条
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

地
域
に
お
け
る
大
学
の
振
興
及
び
若
者
の
雇
用
機
会
の
創
出
に
よ
る
若
者
の
修
学
及
び
就
業
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
五
条

第
三
項
の
特
定
地
域
を
定
め
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
百
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

地
域
に
お
け
る
大
学
の
振
興
及
び
若
者
の
雇
用
機
会
の
創
出
に
よ
る
若
者
の
修
学
及
び
就
業
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
令

本
則
中
「
地
域
に
お
け
る
大
学
の
振
興
及
び
若
者
の
雇
用
機
会
の
創
出
に
よ
る
若
者
の
修
学
及
び
就
業
の
促
進
に
関
す
る
法

律
」
の
下
に
「
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
定
め
る
地
域
」
の
下
に
「
（
以
下
「
特
定
地
域
」
と
い
う
。
）
」
を
加

【別添３】



え
、
本
則
を
本
則
第
一
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
特
定
地
域
）
」
を
付
し
、
本
則
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
の
算
定
方
法
）

第
二
条

法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
（
以
下
「
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
」
と
い
う
。
）
は
、

大
学
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
学
部
（

夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
も
の
及
び
通
信
に
よ
り
教
育
を
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
当
該
学
部
の

学
科
ご
と
の
年
次
別
収
容
定
員
（
修
業
年
限
に
お
け
る
年
次
別
に
区
分
し
た
収
容
定
員
と
し
て
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
特
定
年
次
（
学
生

が
そ
の
履
修
す
る
教
育
課
程
に
お
い
て
主
と
し
て
特
定
地
域
内
に
所
在
す
る
校
舎
で
授
業
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
し

て
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
年
次
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
を
合
算
し
、
短
期

大
学
（
学
校
教
育
法
第
百
八
条
第
二
項
の
大
学
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
学
科
（
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
も
の
及
び

通
信
に
よ
り
教
育
を
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
当
該
学
科
の
年
次
別
収
容
定
員
の
う
ち
特
定
年
次
に

係
る
も
の
を
合
算
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
地
域
内
学
部
等
収
容
定
員
の
算
定
方
法
）



第
三
条

法
第
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
地
域
内
学
部
等
収
容
定
員
（
次
条
に
お
い
て
「
特
定
地
域
内
学
部
等
収
容
定

員
」
と
い
う
。
）
は
、
大
学
の
学
部
及
び
短
期
大
学
の
学
科
に
あ
っ
て
は
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
の
算
定
方
法
の
例
に

よ
り
算
定
し
た
収
容
定
員
か
ら
法
第
十
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
（
第
五
条
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
増
加

さ
せ
た
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
控
除
し
て
、
高
等
専
門
学
校
（
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
専
門
学
校
を

い
う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
学
科
に
あ
っ
て
は
当
該
学
科
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
の
年
次
別
収
容
定
員
の
う
ち
特
定
年
次
に
係
る
も
の
を
合
算
し
た
も
の
か
ら
平
成
三
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に

増
加
さ
せ
た
収
容
定
員
を
控
除
し
て
、
専
修
学
校
（
学
校
教
育
法
第
百
二
十
四
条
の
専
修
学
校
を
い
う
。
同
項
第
二
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
専
門
課
程
（
学
校
教
育
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
専
門
課
程
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
二
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
こ
れ
ら
の
算
定
方
法
の
例
に
準
じ
て
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
地
域
内
学
部
等
収
容
定
員
の
減
少
と
併
せ
て
行
う
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
の
増
加
）

第
四
条

法
第
十
三
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
よ
う
と
す
る
大
学
の

設
置
者
等
（
大
学
の
設
置
者
又
は
大
学
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
を
い
う
。
附
則
第
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
増



加
と
併
せ
て
行
う
特
定
地
域
内
学
部
等
収
容
定
員
の
減
少
を
開
始
す
る
前
に
、
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
そ
の
他
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
を
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
十
三
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
の
数
の
範

囲
は
、
当
該
増
加
と
併
せ
て
減
少
さ
せ
る
特
定
地
域
内
学
部
等
収
容
定
員
の
数
を
超
え
な
い
範
囲
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
を
超
え
な
い
範
囲
と
す
る
。

一

特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る
大
学
の
学
部
の
学
科
又
は
短
期
大
学
の
学
科
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

増
加
学
科
」
と
い
う
。
）
の
修
業
年
限
の
年
数
が
当
該
増
加
と
併
せ
て
特
定
地
域
内
学
部
等
収
容
定
員
を
減
少
さ
せ
る
大

学
の
学
部
の
学
科
、
短
期
大
学
の
学
科
又
は
高
等
専
門
学
校
の
学
科
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
減
少
学
科
」
と
い
う
。

）
の
修
業
年
限
の
年
数
（
高
等
専
門
学
校
の
学
科
に
あ
っ
て
は
、
二
年
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
よ
り
長
い
場

合

当
該
減
少
さ
せ
る
特
定
地
域
内
学
部
等
収
容
定
員
の
数
を
当
該
減
少
学
科
の
特
定
年
次
の
年
数
で
除
し
て
得
た
数
に

、
当
該
増
加
学
科
の
修
業
年
限
の
年
数
と
当
該
減
少
学
科
の
修
業
年
限
の
年
数
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
と
当
該
減
少
学

科
の
特
定
年
次
の
年
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
数

二

増
加
学
科
の
修
業
年
限
の
年
数
が
当
該
増
加
と
併
せ
て
特
定
地
域
内
学
部
等
収
容
定
員
を
減
少
さ
せ
る
専
修
学
校
の
専



門
課
程
の
修
業
年
限
の
年
数
よ
り
長
い
場
合

前
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
の
例
に
準
じ
て
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数

（
法
第
十
三
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
場
合
）

第
五
条

法
第
十
三
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表
第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在

留
す
る
者
で
あ
る
学
生
に
限
定
し
て
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る
場
合

二

就
業
者
で
あ
る
学
生
に
限
定
し
て
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る
場
合
と
し
て
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省

令
で
定
め
る
場
合

三

大
学
の
学
部
の
学
科
又
は
短
期
大
学
の
学
科
に
つ
い
て
、
そ
の
修
業
年
限
を
延
長
す
る
こ
と
と
併
せ
て
、
そ
の
特
定
地

域
内
学
部
収
容
定
員
の
数
を
特
定
年
次
の
年
数
で
除
し
て
得
た
数
に
当
該
延
長
す
る
修
業
年
限
の
年
数
を
乗
じ
て
得
た
数

の
範
囲
内
で
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る
場
合

四

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
合

附
則
を
附
則
第
一
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。



（
法
附
則
第
三
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
条

法
附
則
第
三
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

特
定
地
域
内
に
お
け
る
大
学
の
設
置

二

特
定
地
域
内
に
お
け
る
大
学
の
学
部
又
は
短
期
大
学
の
学
科
の
設
置
で
あ
っ
て
、
当
該
大
学
又
は
短
期
大
学
が
授
与
す

る
学
位
の
種
類
又
は
分
野
の
変
更
を
伴
う
も
の

三

特
定
地
域
内
に
お
け
る
私
立
学
校
（
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
私
立
学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で

あ
る
大
学
の
学
部
の
学
科
の
設
置
で
あ
っ
て
、
当
該
大
学
が
授
与
す
る
学
位
の
種
類
又
は
分
野
の
変
更
を
伴
う
も
の

四

特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
の
増
加
を
伴
う
私
立
学
校
で
あ
る
大
学
の
収
容
定
員
に
係
る
学
則
の
変
更
で
あ
っ
て
、
当

該
収
容
定
員
の
総
数
の
増
加
を
伴
う
も
の

（
特
定
地
域
外
か
ら
特
定
地
域
内
へ
の
大
学
の
学
部
の
移
転
等
に
つ
い
て
の
届
出
）

第
三
条

法
附
則
第
三
条
第
三
号
の
届
出
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
っ
て
平
成
三

十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
行
う

も
の
と
す
る
。



一

学
校
教
育
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る

も
の

イ

特
定
地
域
内
に
お
け
る
大
学
の
学
部
又
は
短
期
大
学
の
学
科
の
設
置
で
あ
っ
て
、
当
該
大
学
又
は
短
期
大
学
が
授
与

す
る
学
位
の
種
類
及
び
分
野
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

ロ

特
定
地
域
内
に
お
け
る
私
立
学
校
で
あ
る
大
学
の
学
部
の
学
科
の
設
置
で
あ
っ
て
、
当
該
大
学
が
授
与
す
る
学
位
の

種
類
及
び
分
野
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

ハ

特
定
地
域
内
に
お
け
る
私
立
学
校
で
あ
る
大
学
の
収
容
定
員
に
係
る
学
則
の
変
更
で
あ
っ
て
、
当
該
収
容
定
員
の
総

数
の
増
加
を
伴
わ
な
い
も
の

二

特
定
地
域
内
に
お
け
る
公
立
学
校
（
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
立
学
校
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
で
あ
る
大
学
の
学
部
の
学
科
の
設
置

三

特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
の
増
加
を
伴
う
公
立
学
校
で
あ
る
大
学
の
収
容
定
員
に
係
る
学
則
の
変
更

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
地
域
外
か
ら
特
定
地
域
内
へ
の
校
舎
の
移
転
そ
の
他
の
特
定
地
域
内
学
部
収
容

定
員
を
増
加
さ
せ
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項



（
法
附
則
第
三
条
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
相
当
程
度
の
準
備
）

第
四
条

法
附
則
第
三
条
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
相
当
程
度
の
準
備
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
の
増
加
に
関
し
、
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
大
学
の

設
置
者
等
が
意
思
決
定
を
行
い
、
及
び
そ
の
内
容
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
。

二

校
舎
の
新
築
又
は
増
築
、
教
育
の
用
に
供
す
る
機
械
又
は
器
具
の
購
入
そ
の
他
の
施
設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
に

関
し
、
当
該
大
学
の
設
置
者
等
が
契
約
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
行
っ
て

い
る
こ
と
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
地
域
に
お
け
る
大
学
の
振
興
及
び
若
者
の
雇
用
機
会
の
創
出
に
よ
る
若
者
の
修
学
及
び
就
業
の
促
進
に
関
す

る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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地
域
に
お
け
る
大
学
の
振
興
及
び
若
者
の
雇
用
機
会
の
創
出
に
よ
る
若
者
の
修
学
及
び
就
業
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
三
項
の
特
定
地
域
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令

新
旧
対
照
条
文

○

地
域
に
お
け
る
大
学
の
振
興
及
び
若
者
の
雇
用
機
会
の
創
出
に
よ
る
若
者
の
修
学
及
び
就
業
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
三
項
の
特
定
地
域
を
定
め
る
政
令
（
平
成
三
十
年

政
令
第
百
七
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

地
域
に
お
け
る
大
学
の
振
興
及
び
若
者
の
雇
用
機
会
の
創
出
に
よ
る
若
者
の
修

地
域
に
お
け
る
大
学
の
振
興
及
び
若
者
の
雇
用
機
会
の
創
出
に
よ
る
若
者
の
修

学
及
び
就
業
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

学
及
び
就
業
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
三
項
の
特
定
地
域
を
定
め
る
政

令

（
特
定
地
域
）

第
一
条

地
域
に
お
け
る
大
学
の
振
興
及
び
若
者
の
雇
用
機
会
の
創
出
に
よ
る
若
者
の

地
域
に
お
け
る
大
学
の
振
興
及
び
若
者
の
雇
用
機
会
の
創
出
に
よ
る
若
者
の
修
学
及

修
学
及
び
就
業
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
三
項

び
就
業
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
地
域
は
、
東
京
都
の

の
政
令
で
定
め
る
地
域
（
以
下
「
特
定
地
域
」
と
い
う
。
）
は
、
東
京
都
の
特
別
区

特
別
区
の
存
す
る
区
域
と
す
る
。

の
存
す
る
区
域
と
す
る
。

（
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
の
算
定
方
法
）

第
二
条

法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
（
以
下
「
特
定
地
域

〔
新
設
〕

内
学
部
収
容
定
員
」
と
い
う
。
）
は
、
大
学
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
学
部
（
夜
間

に
お
い
て
授
業
を
行
う
も
の
及
び
通
信
に
よ
り
教
育
を
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）
に
あ
っ
て
は
当
該
学
部
の
学
科
ご
と
の
年
次
別
収
容
定
員
（
修
業
年
限
に
お

け
る
年
次
別
に
区
分
し
た
収
容
定
員
と
し
て
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
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と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
う
ち
特
定
年
次
（
学
生
が
そ
の
履
修
す
る
教
育
課
程
に
お
い
て
主
と
し
て
特
定

地
域
内
に
所
在
す
る
校
舎
で
授
業
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
・

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
年
次
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る

も
の
を
合
算
し
、
短
期
大
学
（
学
校
教
育
法
第
百
八
条
第
二
項
の
大
学
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
学
科
（
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
も
の
及
び
通
信
に
よ
り
教
育
を

行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
当
該
学
科
の
年
次
別
収
容
定
員
の

う
ち
特
定
年
次
に
係
る
も
の
を
合
算
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
地
域
内
学
部
等
収
容
定
員
の
算
定
方
法
）

第
三
条

法
第
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
地
域
内
学
部
等
収
容
定
員
（
次
条
に

〔
新
設
〕

お
い
て
「
特
定
地
域
内
学
部
等
収
容
定
員
」
と
い
う
。
）
は
、
大
学
の
学
部
及
び
短

期
大
学
の
学
科
に
あ
っ
て
は
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
り

算
定
し
た
収
容
定
員
か
ら
法
第
十
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
（
第
五
条
第
三
号
に

掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
増
加
さ
せ
た
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
控
除
し
て

、
高
等
専
門
学
校
（
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
専
門
学
校
を
い
う
。
次

条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
学
科
に
あ
っ
て
は
当
該
学
科
（
第
四
学
年

及
び
第
五
学
年
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
年
次
別
収
容
定
員
の
う
ち
特
定
年
次
に

係
る
も
の
を
合
算
し
た
も
の
か
ら
平
成
三
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
増
加
さ
せ
た
収

容
定
員
を
控
除
し
て
、
専
修
学
校
（
学
校
教
育
法
第
百
二
十
四
条
の
専
修
学
校
を
い

う
。
同
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
専
門
課
程
（
学
校
教
育
法
第
百
二
十
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
専
門
課
程
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
あ
っ
て
は
こ
れ
ら
の
算
定
方
法
の
例
に
準
じ
て
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
特
定
地
域
内
学
部
等
収
容
定
員
の
減
少
と
併
せ
て
行
う
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定

員
の
増
加
）

第
四
条

法
第
十
三
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
特
定
地
域
内
学
部
収
容

〔
新
設
〕

定
員
を
増
加
さ
せ
よ
う
と
す
る
大
学
の
設
置
者
等
（
大
学
の
設
置
者
又
は
大
学
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
者
を
い
う
。
附
則
第
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
増
加
と

併
せ
て
行
う
特
定
地
域
内
学
部
等
収
容
定
員
の
減
少
を
開
始
す
る
前
に
、
内
閣
府
令

・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
そ
の
他
内
閣
府
令
・
文
部
科

学
省
令
で
定
め
る
事
項
を
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
十
三
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
の
数
の
範
囲
は
、
当
該
増
加
と
併
せ
て
減
少
さ
せ
る
特

定
地
域
内
学
部
等
収
容
定
員
の
数
を
超
え
な
い
範
囲
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
を
超
え
な
い
範
囲
と
す
る
。

一

特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る
大
学
の
学
部
の
学
科
又
は
短
期
大

学
の
学
科
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
増
加
学
科
」
と
い
う
。
）
の
修
業
年
限
の

年
数
が
当
該
増
加
と
併
せ
て
特
定
地
域
内
学
部
等
収
容
定
員
を
減
少
さ
せ
る
大
学

の
学
部
の
学
科
、
短
期
大
学
の
学
科
又
は
高
等
専
門
学
校
の
学
科
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
減
少
学
科
」
と
い
う
。
）
の
修
業
年
限
の
年
数
（
高
等
専
門
学
校
の

学
科
に
あ
っ
て
は
、
二
年
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
よ
り
長
い
場
合

当
該
減
少
さ
せ
る
特
定
地
域
内
学
部
等
収
容
定
員
の
数
を
当
該
減
少
学
科
の
特
定

年
次
の
年
数
で
除
し
て
得
た
数
に
、
当
該
増
加
学
科
の
修
業
年
限
の
年
数
と
当
該

減
少
学
科
の
修
業
年
限
の
年
数
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
と
当
該
減
少
学
科
の
特

定
年
次
の
年
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
数

二

増
加
学
科
の
修
業
年
限
の
年
数
が
当
該
増
加
と
併
せ
て
特
定
地
域
内
学
部
等
収
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容
定
員
を
減
少
さ
せ
る
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
修
業
年
限
の
年
数
よ
り
長
い
場

合

前
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
の
例
に
準
じ
て
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数

（
法
第
十
三
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
場
合
）

第
五
条

法
第
十
三
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

〔
新
設
〕

る
。

一

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表

第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
で
あ
る
学
生
に
限
定
し
て
特
定

地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る
場
合

二

就
業
者
で
あ
る
学
生
に
限
定
し
て
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る

場
合
と
し
て
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
合

三

大
学
の
学
部
の
学
科
又
は
短
期
大
学
の
学
科
に
つ
い
て
、
そ
の
修
業
年
限
を
延

長
す
る
こ
と
と
併
せ
て
、
そ
の
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
の
数
を
特
定
年
次
の

年
数
で
除
し
て
得
た
数
に
当
該
延
長
す
る
修
業
年
限
の
年
数
を
乗
じ
て
得
た
数
の

範
囲
内
で
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る
場
合

四

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
場
合

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
附
則
第
三
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
条

法
附
則
第
三
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

〔
新
設
〕

る
。
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一

特
定
地
域
内
に
お
け
る
大
学
の
設
置

二

特
定
地
域
内
に
お
け
る
大
学
の
学
部
又
は
短
期
大
学
の
学
科
の
設
置
で
あ
っ
て

、
当
該
大
学
又
は
短
期
大
学
が
授
与
す
る
学
位
の
種
類
又
は
分
野
の
変
更
を
伴
う

も
の

三

特
定
地
域
内
に
お
け
る
私
立
学
校
（
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

私
立
学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
大
学
の
学
部
の
学
科
の
設
置
で
あ
っ

て
、
当
該
大
学
が
授
与
す
る
学
位
の
種
類
又
は
分
野
の
変
更
を
伴
う
も
の

四

特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
の
増
加
を
伴
う
私
立
学
校
で
あ
る
大
学
の
収
容
定

員
に
係
る
学
則
の
変
更
で
あ
っ
て
、
当
該
収
容
定
員
の
総
数
の
増
加
を
伴
う
も
の

（
特
定
地
域
外
か
ら
特
定
地
域
内
へ
の
大
学
の
学
部
の
移
転
等
に
つ
い
て
の
届
出
）

第
三
条

法
附
則
第
三
条
第
三
号
の
届
出
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に

〔
新
設
〕

、
次
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
っ
て
平
成
三
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
る

も
の
に
つ
い
て
、
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
行
う
も
の

と
す
る
。

一

学
校
教
育
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

特
定
地
域
内
に
お
け
る
大
学
の
学
部
又
は
短
期
大
学
の
学
科
の
設
置
で
あ
っ

て
、
当
該
大
学
又
は
短
期
大
学
が
授
与
す
る
学
位
の
種
類
及
び
分
野
の
変
更
を

伴
わ
な
い
も
の

ロ

特
定
地
域
内
に
お
け
る
私
立
学
校
で
あ
る
大
学
の
学
部
の
学
科
の
設
置
で
あ

っ
て
、
当
該
大
学
が
授
与
す
る
学
位
の
種
類
及
び
分
野
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も

の
ハ

特
定
地
域
内
に
お
け
る
私
立
学
校
で
あ
る
大
学
の
収
容
定
員
に
係
る
学
則
の
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変
更
で
あ
っ
て
、
当
該
収
容
定
員
の
総
数
の
増
加
を
伴
わ
な
い
も
の

二

特
定
地
域
内
に
お
け
る
公
立
学
校
（
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

公
立
学
校
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
大
学
の
学
部
の
学
科
の
設

置
三

特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
の
増
加
を
伴
う
公
立
学
校
で
あ
る
大
学
の
収
容
定

員
に
係
る
学
則
の
変
更

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
地
域
外
か
ら
特
定
地
域
内
へ
の
校
舎
の

移
転
そ
の
他
の
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る
も
の
と
し
て
内
閣
府

令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項

（
法
附
則
第
三
条
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
相
当
程
度
の
準
備
）

第
四
条

法
附
則
第
三
条
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
相
当
程
度
の
準
備
は
、
次
の
各
号

〔
新
設
〕

に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
の
増
加
に
関
し
、
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
大
学
の
設
置
者
等
が
意
思
決
定
を
行
い
、
及
び
そ

の
内
容
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
。

二

校
舎
の
新
築
又
は
増
築
、
教
育
の
用
に
供
す
る
機
械
又
は
器
具
の
購
入
そ
の
他

の
施
設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
に
関
し
、
当
該
大
学
の
設
置
者
等
が
契
約
そ

の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
行
っ
て
い

る
こ
と
。


	【別添３】地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第五条第三項の特定地域を定める政令の一部を改正する政令
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